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まえがき 

 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本印刷産業連合会（JFPI）及び一

般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，

日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

印刷産業への情報技術の導入によって従来から印刷で使用している用語の概念も変化しつつあり，印刷

産業内部と他業界とのコミュニケーションにおいて混乱を招くようになった。このような状況に対応する

ため，1995 年に JIS Z 8123（印刷用語－基本用語）が制定されていたが，その後，国際規格（ISO 規格）

の制定が進み，“terminology”（印刷用語）として ISO 12637-1～ISO 12637-4 が 2009 年までに順次制定さ

れた。これによって印刷用語に関して，基本用語，プリプレス用語，プリンティング用語及びポストプレ

ス用語の 4 分野がそろ（揃）って制定されたこととなり，これらを JIS に反映させるために，新たに国際

規格（ISO 規格）に対応した JIS を 4 部構成で制定した。 

これによって，JIS Z 8123:1995 は廃止され，その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS Z 8123（印刷技術用語）の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS Z 8123-1 第 1 部：基本用語 

JIS Z 8123-2 第 2 部：プリプレス用語 

JIS Z 8123-3 第 3 部：プリンティング用語 

JIS Z 8123-4 第 4 部：ポストプレス用語 
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日本工業規格          JIS 
 Z 8123-2：2013 
 

印刷技術用語－第 2 部：プリプレス用語 
Graphic technology-Vocabulary-Part 2: Prepress terms 

 
序文 

この規格は，2008 年に第 1 版として発行された ISO 12637-2 を基に，対応する用語については対応国際

規格を翻訳し，技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格であるが，対応国際規格には規定さ

れていない用語を日本工業規格として追加し，かつ，対応国際規格の用語であるが日本工業規格には採用

しなかった用語がある。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更した事項である。変更の一覧表

にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，印刷におけるプリプレス 1) に関する用語及び定義について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 12637-2:2008，Graphic technology－Vocabulary－Part 2: Prepress terms（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”

ことを示す。 

注 1) JIS Z 8123-1 の 1060 を参照。 
 

2 表記法 

2.1 用語の番号 

用語の番号は，4 桁の数字で表す。千の位の桁は，この規格の部番号“2”を付け，続けて 3 桁の連続番

号で表す。この 3 桁の連続番号は，この規格で規定する用語の五十音順の番号である。 

2.2 用語の表記 

定義が同一の用語が複数ある場合には，それらの用語を“，”で区切って表す。ただし，最も使用されて

いる用語を最初に記載している。用語の読みが紛らわしいものについては，その用語の直後に両括弧で囲

んだ平仮名読みを表す。 

2.3 ISO 番号の表記 

ISO 番号欄は，対応国際規格に規定されている用語には，対応国際規格で規定されている用語の箇条を

表す番号の“．”を“-”に置き換えた番号を示す。対応国際規格に規定されていない用語には，“－”とす

る。 

2.4 対応英語の表記 

対応英語は，参考として示す。同じ用語に対して複数の対応英語が参考として示される場合には，それ

らの対応英語を“，”で区切って表す。対応英語に該当分野の特定が必要な場合には，その後に両括弧で囲

んだ該当分野を付す。 


